
暮昆

醐市・９
毎

株
一　
●

ス

　

　

一・

覇

・■
●

調

　

　

・
．

・・・・

フ
リ
ー
定
期
券

　

Ｙ 氏名

注 意 事 項
l`:本券は郡裁バス′)那義 ,わ 内区間:こ限り有効でり1)

2,1■ 春|ま65才以 11の言己名入,1限 り場角です。

3本券を紛失L´た時は再発行贅t,ませス′Ⅲ
4.乗車F,時 |よ t之ごづ=乗務難覇毬見せ

~卜

さtヽ .

5.次 lr)様な場合は業11券をい1収され同時li書 11瞥運賃を支lJ、われボなりま
せんり
イ 使覇資格,年 令、そのiLゲ ,事実を偽ギて購入lク lrと き。
口 券由jの記載事項をねり消tr、 えは政変L′て使llit_た ときゎ
ハ 記名入以夕|、′p者が使lilし たとき,
I■  越網期間経過後のものを使用l´たとき,
ホ そJ〕他不II葉 11の手段として使用し′たとき.
6使用期間が終了、又はイく用にな,Dたとれこ|よ 直ち,I二お返L.下 さい。
7′定期券の1ば、い戻lを受けようとする方は購入時に発行済みの領 1文書を

必ず返夏して卜さい。1ヨビ・′|ま通用いたしませス,I


